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【手続補正書】
【提出日】平成26年8月26日(2014.8.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ヘアカラーリング剤は、(a)カラーリング剤、(b)毛髪キューティクル開放剤を含み、
前記カラーリング剤は、天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)
或いは化粧品色素から選択することを特徴とするヘアカラーリング剤。
【請求項２】
永久的ヘアカラーリング剤は、(a)カラーリング剤とする合成色素(食用及び化粧品用途)
、(b) 毛髪キューティクル開放剤とする無機過酸化物或いは有機過酸化物、ジスルフィド
結合還原剤、或いは漂白剤、(c)任意に選択可能な金属イオン及び/或いはアルカリ剤を含
むことを特徴とする請求項１に記載のヘアカラーリング剤。
【請求項３】
前記ヘアカラーリング剤の重量において、前記合成色素(食用及び化粧品用途)の含量は、
1から10%を占め、前記毛髪キューティクル開放剤の含量は、1から12%を占め、前記金属イ
オンの含量は、1から10%を占め、前記アルカリ剤の含量は1から10%を占めることを特徴と
する請求項２に記載のヘアカラーリング剤。
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